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新たな運賃・料金の実施後に学校行事として行われる旅行に 

利用される貸切バスの契約にかかる取り扱いについて 

 

 

標記について、今般、別添のとおり各地方運輸局自動車交通部長及び沖縄総合事務局運輸部長

あて通達したので、この旨了知されるとともに、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人

全国旅行業協会等関係団体に対して周知されたい。 
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 本日公示した貸切バスの運賃・料金については、事業者からの運賃設定（変更）届

出書の提出により、１０月１日までに順次新たな運賃・料金が実施される見込みであ

る。 

また、本日改正した「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命

令の処理要領について」（以下、「処理要領」という。）の附則において、「新たな運賃・

料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっ

ても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。」こととしている。 

今回の運賃・料金の見直しは、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に

向けた取組を着実に実施できるようにすることを目的とするものであり、新たな運

賃・料金の実施日以後に締結する運送契約にはすべからく適用されることが望ましい

が、学校行事（部活動等の課外活動を含む。）として行われる旅行（以下、「学校行事

等に係る旅行」という。）については、その特殊性にかんがみ、上記附則に関して、下

記のとおりとするので、了知されるとともに、管内事業者に周知されたい。 

 

記 

 

１．新たな運賃・料金の実施日以後、令和７年３月３１日までに実施される学校行事

等にかかる旅行のバスの手配については、令和５年９月３０日までに学校側と旅行

業者との間で旅行を催行する旨の合意がなされていれば、貸切バス事業者と旅行業者

との間で契約を締結する際に、貸切バス事業者が当該旅行にかかる運送について従

前の運賃・料金を適用することを了承した場合には、附則に定める「合意」があっ

たものとして経過措置の対象とすることができる。 

 

２．貸切バス事業者に対しては、上記１．に該当する運送を引き受けた際は、当該運

送であることがわかる書面（受注型企画旅行申込書、手配依頼書等）を運送引受書と

ともに保存することを求めるものとする。 


